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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和５年５月２５日（木）、本庁舎５階 ５－１会議室・５

－２会議室に招集する。 

出席委員は、次のとおり 

 １番 井 上 哲 夫 １６番 北 村 利 夫 

 ２番 三 上 健 一 １７番 吉 川   誠 

 ３番 井 出 茂 康 １８番    櫻 井 一 雄 

４番 齋 藤 義 治 １９番 宮 治 時 男 

 ５番 小 林 正 幸 ２０番 佐 川 俊 夫 

 ６番 飯 田 芳 一 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ７番 上 田 洋 子  ２２番 澤 野 孝 行 

 ８番 加 藤 義 一 ２３番   平 川 勝 昌 

 ９番 田 代 惠美子 ２４番 神 﨑 享 子 

１０番 吉  原    豊 

 

１１番 山 口 貞 雄 

１２番 加 藤    登 

１５番 落 合 喜 治 

 

欠席委員は、次のとおり 

１３番 西 山 弘 行 １４番 漆 原 豊 彦 

２５番 福 岡 則 夫  

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長  村 山 勝 彦   主 幹 坂 間 英 己       上級主査 山 澤 成 司 

主 査 森  大 晃  
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第   ８号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ２ 議案第   ９号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第  １０号  農地造成工事届出について 

日程第 ４ 議案第  １１号  相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認に

ついて 

日程第 ５ 議案第 １２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

について 

日程第 ６ 議案第 １３号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ７ 報告第  ６号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第 ８ 議案第 １４号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法基づ

く農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ９ 報告第  ７号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 

日程第 １０ 議案第 １５号 藤沢市農地利用最適化推進委員候補者の決定について  

日程第 １１ 議案第 １６号 令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状

況その他事務の実施状況の公表について（別冊）  
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開会 午後２時３１分 

 

事務局（村山勝彦事務局長） それでは、お待たせいたしました。定刻になりました

ので、ただいまから「藤沢市農業委員会総会」を開会いたします。 

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、出席者数２２名

でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、大変

お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症も、５月の８日から２類が５類になり、経済活動

も少しずつもとに戻りつつあります。実感はあまりわきませんが、株価もバブ

ルのころの価格に戻っているということでございます。  

このコロナ禍の中でも、「デジタル化」というのがかなり進みまして、農業

委員会によっては、リモートで総会を開いたり、農地パトロールにタブレット

を使ったりということで、いろいろやっているようでございます。  

藤沢市農業委員会でもタブレットの講習会を一回開きましたが、今後はます

ます利用されるのではないかと思っております。  

毎月、農業会議の常任会議というのが開かれていますが、その中で今月は、

３，０００㎡以上の転用に関して、今まで口頭での説明でしたが、初めて映像

を使いまして現場の説明をいたしました。  

これからも各農業委員会で、例えば各地の転用ですとか、そういうものの説

明をするときに、口頭だけではなくて写真や映像を使って、ここはこうなって

いるとか、ああなっているということで、多分使われるのではないかと思って

おります。 

そうした中で、藤沢市農業委員会でも、徐々にそういうふうな形が進んでい

くのではないかと思いますので、そのときは、ひとつよろしくお願いを申し上

げます。 

それと、きょうは総会が終わった後に、共済連から来ていただいて、収入保
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険のことで説明をいただくことになっております。  

農家の農業収入が不安定であるということで、そういうところを何とか保険

で賄ったらどうかということですけれども、私も保険のことは何もわからない

のですが、多分わかりやすく説明してくれるのではないかと思いますので、皆

様方も興味がある方は、ひとつよろしくお願いをいたします。  

それでは、５月の総会を開会いたします。よろしく御協力のほどをお願い申

し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局（村山勝彦事務局長） 会長、ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。  

事務局（山澤成司上級主査） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により２１番の佐藤智哉委

員と、２２番の澤野孝行委員の御両名にお願いをいたします。 

これより議事に入ります。 

日程第１、議案第８号「農地法第３条の規定による許可申請について」を上

程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

    森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、

御説明をさせいただきます。 

地区、藤鵠・村岡・明治。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事

者、６人。所有面積、耕作面積、ともに５４ａ。譲渡人、住所氏名、記載のと
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おり。当該農地、地番、宮前、５筆。地目、いずれも田現況畑。地積、５筆合

計１，７９８㎡。権利の種類、贈与による所有権移転。申請理由、譲受人、農

業経営安定化のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。 

２４番、神﨑委員。 

２４番（神﨑享子委員） 資料は１ページをお開きください。 

本件の申請地は、柏尾川にかかる「神鋼橋」から北西に約３００ｍの土地に

なります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、宮前に農地を持ち、野菜を中心に営農をしてきましたが、高齢に

なり、農業経営の安定化をはかるために、同一世帯内の子である譲受人に申請

地を贈与するとのことです。 

同一の世帯で営農しているため、世帯の農地増減は発生しません。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えており、今後も所有農地の適正な肥培

管理に努めていただくように話をしております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第８号について、許可することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８号について、許可することに決定をいた

します。 

次に移ります。 
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日程第２、議案第９号「農地法第５条の規定による許可申請について」を上

程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 大晃主査） 「農地法第５条の規定による許可申請について」、御説明を

させていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。経営面積、１７８ａ。耕作者、住所氏名、同左人。

当該農地、地番、葛原、１筆。地目、畑。地積、７９３㎡。内容、一時転用。

使用貸借権設定。畑の改良工事。工事期間、許可日から令和５年８月３１日。

農地種別、農用地区域内農地。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、２１ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当該農地、地

番、宮原、１筆。地目、畑。地積、３３４．２３㎡。内容、使用貸借権設定。

転用目的、自己住宅。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、

第３種農地。 

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、１４ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当該農地、地

番、宮原、２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計１，４６０㎡。内容、所

有権移転。転用目的、資材置場及び駐車場。農用地区域除外日、昭和５９年４

月２０日。農地種別、第３種農地。 

続きまして、地区、六会・長後。番号４。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、１９ａ。耕作者、住所氏名、同

左人。当該農地、地番、石川、１筆。地目、田現況畑。地積、４２６㎡。内容、

所有権移転。転用目的、貸資材置場。農用地区域除外日、平成元年３月３１日。

農地種別、第２種農地。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 
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それでは、番号１について意見を求めます。 

７番、上田委員。 

７番（上田洋子委員） 資料は３ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、県道４２号線にある「藤綾跨線橋南側」交差

点より南に約１５０ｍの農地になります。 

    本件につきましては、造成する盛土の量が多く規模が大きいため、農地法第

５条の一時転用許可申請を行ったものです。 

本申請地は農振農用地で、本来は転用できませんが、転用内容が畑の改良工

事という一時転用申請のため、農地に戻す前提で申請されていますので、例外

的に許可できる案件となります。  

また、譲受人は譲渡人の要望により、一時的に申請地を借り受け、造成工事

を行い、工事完了後に畑として譲渡人に引き渡すものです。  

譲渡人は、畑を改良後、クリを栽培する計画です。  

申請地は荒廃している農地であり、北側が道路、その他が畑になっておりま

す。 

北側の道路と比べて若干低く、３ｍ分の土を掘削し、上層１．５ｍ分の土を

搬出した後、２ｍ分の土の搬入を行い、もともと下層にあった土を天地返しす

ることにより、既存の高さから０．５ｍ程度高くなるよう造成を行うものです。  

隣接する農地との境界からは、０．３ｍの離隔を取り、３０度の勾配で盛土

をし、土砂等の流出を防ぎます。 

搬入する土の採取場所は、横浜市の工事現場であり、土の成分については地

質分析結果証明書により、品質に問題ないことを確認しております。  

なお、藤沢市開発業務課の「藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例」に

係る手続きが行われていることを確認しております。  

    地区協においては、譲受人及び譲渡人の親族と面談し、周辺の農地及び道路

に十分配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 
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    井上委員。 

１番（井上哲夫委員） ちょっとお伺いしたいのですが、赤土の部分が１．５ｍで、

客土の部分が２ｍになっている理由をお聞きしたいのですが。 

議長（齋藤義治委員） 森 主査。 

事務局（森 大晃主査） 資料５ページの断面図をお開きください。工事完了後、地表

が５０ｃｍ高くなる関係で、１．５ｍ分を取り除いて、横浜の工事現場から持

ってきた土を＋５０ｃｍの２ｍ分入れるという計画なので、５０ｃｍの差が生

じている形になります。 

１番（井上哲夫委員） そうすると、これは完成後に０．５高くなるということです

ね。 

事務局（森 大晃主査） おっしゃるとおりです。 

１番（井上哲夫委員） わかりました。 

議長（齋藤義治委員） そのほかに何かございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

１７番、吉川委員。 

１７番（吉川 誠委員） 資料は８ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、県道藤沢・厚木線にある「用田」の交差点か

ら南西に約２００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、前面が建築基準法の道路であり、水道管及び汚水管が埋設さ

れており、近隣に御所見市民センターと用田東原公園があるため、「第３種農

地」と判断いたしました。 

譲受人は、現在、市内の賃貸住宅に居住しております。しかしながら、現在

の間取りでは手狭な状況にあり、より広い住居の建築を計画していたところ、

本家に近い申請地が分家住宅の建設地として最適と考え、分家住宅の建築敷地

として転用を行うものでございます。  
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申請地の北側及び南側は道路、西側は譲渡人所有の農地、東側が宅地となっ

ております。 

北側は、前面の道路が建築基準法第４２条２項道路であるため、道路の中心

から２ｍセットバックし接道します。  

南側と西側の境界は、コンクリートブロック２段を設置し、土砂等の流出を

防ぎます。 

また、東側は既存ブロックを利用します。  

なお、敷地内は整地し、転圧を行い、雨水については浸透マスを設置し、敷

地内浸透処理とします。汚水については、公共下水道施設に接続し、処理しま

す。 

    地区協において、譲渡人及び代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がない

よう十分配慮することなどについて指導しました。 

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

１７番、吉川委員。 

１７番（吉川 誠委員） 資料は１１ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、用田にある「市立中里小学校」より、北西に

約３００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、前面が建築基準法の道路であり、水道管及びガス管が埋設さ

れており、近隣に御所見市民センターと湘南ごしょみ眼科があるため、「第３

種農地」と判断いたしました。  

譲受人は、町田市内で廃棄物業及び建築土木業などを営んでおり、現在、相

模原市内の所有地を資材置場及び廃棄物処理場として利用しております。  

湘南エリアからの受注拡大に伴い、現在の置場では手狭になるため、新たに
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廃棄物の仮置場を含む資材置場及び駐車場を探していたところ、同エリアにア

クセスしやすく規模的にも都合がよいため、適地であると判断したとのことで

す。 

申請地は、南側が宅地、東側及び西側が道路、北側が農地及び事業所になっ

ております。出入口は西側で、南側と北側の一部は、地上高約３０ｃｍの既存

のコンクリートブロックを利用し、被害防除とします。それ以外の部分は、既

存ブロックと同じ高さのブロックを新設し、土砂の流出について防ぎます。  

また、廃棄物の仮置場は、地上高２ｍとなるよう単管パイプと合板により仮

囲いを設置し、被害防除とします。  

敷地内は砂利敷きにして転圧処理し、雨水につきましては、敷地内浸透処理

とします。 

    地区協においては、代理人と面談し、周辺の農地等に影響がないよう十分配

慮することなどについて指導しました。  

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意

見を求めます。 

９番、田代委員。 

９番（田代惠美子委員） 資料は１３ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、引地川にかかる「山田橋」から北東に約２５

０ｍの土地になります。 

    農地の区分は、農用地区域外であり、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断しました。 

譲受人は、市内で土木工事業を営んでいる代表者であり、これまで、市内の

資材置場や各現場に資材を置いてきましたが、事業規模拡大に伴い、現在の置

場では手狭になるため、新たに資材置場を探していたところ、規模的にも都合
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がよく、幅員が広い道路に面していることから、申請地が適地であると判断し

たとのことです。 

申請地は、西側が畑、それ以外は道路になっております。  

出入口は北側の一部で、出入口を除き、隣接地との境界には、単管の柵を設

置し、境界を明示します。 

敷地内は転圧の上、砕石敷きとし、雨水については、敷地内浸透処理としま

す。 

    地区協において、譲受人と面談し、隣接地に影響がないよう十分配慮するこ

となどについて指導しました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

議案第９号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第９号について、承認することに決定をいた

します。 

    次に移ります。 

    日程第３、議案第１０号「農地造成工事届出について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「農地造成工事届出について」、御説明をさせて

いただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。届出人、住所氏名、記載のとおり。耕作者、

住所氏名、同左人。当該農地、地番、菖蒲沢、１筆。地目、畑。地積、７６４

㎡。内容、畑の改良。工事期間、通知日から９０日間。工事施工者、住所氏名、

記載のとおり。 
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。 

    １５番、落合委員。 

１５番（落合喜治委員） 資料は１５ページをお開きください。 

本件の申請地は、県道藤沢・厚木線にある「六地蔵」の交差点から、北西に

約５００ｍの土地になります。 

 申請地は、令和５年２月２７日付けで農地法第３条の許可を受けて取得した

土地であり、北側の隣接している自己所有農地と比べると申請地側が低くなっ

ているため、高低差をなくし一体として利用するため、盛土を行うものです。  

工事の概要といたしましては、東側との境界には、既存土留めがあるため、

これを利用し、３０度の勾配で盛土をします。 

また、西側と南側との境界には、地上高０．５ｍの土留めを設置し、盛土を

行い、土砂等の流出を防ぎます。北側の畑との境界は、すり付けにより仕上げ

ます。 

盛土の高さは、最大約１ｍです。  

搬入土量につきましては、１２８立方メートル。１日当たり８トン車で３台、

土の採取場所は、葛原の農地になります。 

 なお、造成工事後は、ゴボウを栽培する計画となっております。 

 今回の農地造成工事に当たり、届出人、工事施工業者、事務局職員と、私、

落合で、事前に現場立会を行い、施工方法の確認をいたしました。 

地区協におきましても、届出人及び工事施工業者と面談し、工事車両の通行

の安全や、畑に適した良質な土の搬入などについて指導いたしました。 

 以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  
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議案第１０号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１０号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第４、議案第１１号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確

認について」を上程いたします。  

事務局の説明を求めます。 

山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利

用状況確認について」、議案書の５ページを御覧ください。こちらを説明させ

ていただきます。 

    地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住

所氏名、記載のとおり。特例農地、地番、宮原、２筆。地目、記載のとおり。

地積、２筆合計１，２６５㎡。確認した農地等の利用状況等、地番、同左。地

積、同左。利用状況等、畑（野菜）。相続開始年月日、平成１５年１２月２７

日。免除予定日、令和６年１０月２８日。現地確認日は、令和５年５月１５日。 

続きまして、番号２。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所氏名、

記載のとおり。特例農地、地番、打戻、１６筆。地目、記載のとおり。地積、

１６筆合計１万２，１２０㎡。確認した農地等の利用状況等、地番、同左。地

積、同左。利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１５年９月２日。

免除予定日、令和６年７月３日。現地確認日、令和５年５月１５日。 

続きまして、番号３。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所氏名、

記載のとおり。特例農地、地番、打戻、１４筆。地目、記載のとおり。地積、

１４筆合計８，１５９㎡。確認した農地等の利用状況等、地番、同左。地積、

記載のとおり。利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１５年３月

２２日。免除予定日、令和６年１月２３日。現地確認日、令和５年５月１５日。 

続きまして、番号４。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所氏名、
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記載のとおり。特例農地、地番、打戻、７筆。地目、畑。地積、７筆合計３，

９４９㎡。確認した農地等の利用状況等、地番、同左。地積、同左。利用状況

等、畑（野菜）。相続開始年月日、平成１５年９月１９日。免除予定日、令和

６年７月２０日。現地確認日、令和５年５月１５日。 

続きまして、番号５。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所氏名、

記載のとおり。特例農地、地番、宮原、１筆、獺郷、４筆。地目、記載のとお

り。地積、５筆合計３，３４２㎡。確認した農地等の利用状況等、地番、同左。

地積、同左。利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１５年２月１

６日。免除予定日、令和５年１２月１７日。現地確認日、令和５年５月１５日。 

続きまして、地区、六会・長後。番号６。被相続人、氏名、記載のとおり。

相続人、住所氏名、記載のとおり。特例農地、地番、石川、５筆、善行四丁目、

３筆。地目、記載のとおり。地積、８筆合計１万４２４㎡。確認した農地等の

利用状況等、地番、同左。地積、同左。利用状況等、畑（野菜）。相続開始年

月日、平成１５年２月１９日。免除予定日、令和５年１２月２０日。現地確認

日、令和５年５月１５日。 

続きまして、番号７。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所氏名、

記載のとおり。特例農地、地番、石川、１３筆、善行四丁目、５筆。地目、記

載のとおり。地積、１８筆合計１万８３８㎡。確認した農地等の利用状況等、

地番、同左。地積、同左。利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成

１５年５月２３日。免除予定日、令和６年３月２４日。現地確認日、令和５年

５月１５日。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １７番、吉川委員。 

１７番（吉川 誠委員） 本件につきましては、令和５年５月１５日に、相続人と事務

局職員及び私、吉川で現地確認を行いました。 

    現地の状況といたしましては、露地野菜を栽培中であり、全てきれいに肥培
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管理されておりました。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    ３番、井出委員。 

３番（井出茂康委員） 本件につきましては、令和５年５月１５日に、相続人と事務

局職員及び私、井出で現地確認を行いました。 

    現地の状況といたしましては、水稲の作付け準備中が３筆、牧草の栽培中が

１筆、果樹の栽培中が１筆、その他の筆で花苗などの露地・施設栽培中であり、

全てきれいに肥培管理されておりました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

    ３番、井出委員。 

３番（井出茂康委員） 本件につきましては、令和５年５月１５日に、相続人と事務

局職員及び私、井出で現地確認を行いました。 

    現地の状況といたしましては、水稲の作付け準備中が２筆、露地野菜の栽培

中が１筆、その他の筆で植木及び果樹の栽培中であり、全てきれいに肥培管理

されておりました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 



16 

 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意

見を求めます。 

    ３番、井出委員。 

３番（井出茂康委員） 本件につきましては、令和５年５月１５日に、相続人と事務

局職員及び私、井出で現地確認を行いました。 

    現地の状況といたしましては、露地野菜の栽培中であり、全てきれいに肥培

管理されておりました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号５について意

見を求めます。 

    ８番、加藤義一委員。 

８番（加藤義一委員） 本件につきましては、令和５年５月１５日に、相続人の母と

事務局職員及び私、加藤で現地確認を行いました。 

    現地の状況といたしましては、獺郷の４筆が植木及び露地野菜の栽培中、宮

原の１筆が水稲の準備中であり、全てきれいに肥培管理されておりました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号６について意

見を求めます。 

    ９番、田代委員。 

９番（田代惠美子委員） 本件につきましては、令和５年５月１５日に、相続人の弟

と事務局職員及び私、田代で現地確認を行いました。 
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    現地の状況といたしましては、善行四丁目の３筆及び石川の３筆がトウモロ

コシの栽培中、石川の２筆が露地野菜の準備中であり、全てきれいに肥培管理

されておりました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号７について意

見を求めます。 

    ９番、田代委員。 

９番（田代惠美子委員） 本件につきましては、令和５年５月１５日に、相続人と事

務局職員及び私、田代で現地確認を行いました。 

    現地の状況といたしましては、善行四丁目の５筆及び石川の６筆が露地野菜

の栽培中、石川の７筆が水稲の作付け準備中であり、全てきれいに肥培管理さ

れておりました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第１１号について、承認することに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１１号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第５、議案第１２号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 
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山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） 「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

願について」、議案書の９ページをお開きください。  

地区、御所見・遠藤。番号１。買取りの申出事由の生じた者の住所及び氏名、

記載のとおり。買取り申出事由、故障。買取り申出事由発生日、令和５年５月

８日。農業従事者の区分、農業の主たる従事者。申出をする者の住所及び氏名、

申出事由の生じた者との関係、記載のとおり。買取り申出をする土地、所在及

び地番、遠藤、２筆。地目、畑。地積、合計２，５３３㎡。 

本申請については、申出人の従事日数等の状況確認及び現地確認をしたとこ

ろ、草刈り等はできていることを確認しましたが、ビニールハウス内での作付

けはなく、買取り申出事由の生じた者が「主たる従事者であったもの」に該当

するものと判断いたしました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

    何かありましたら、お願いいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第１２号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１２号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第６、議案第１３号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。  

事務局の説明を求めます。 

    山澤上級主査。 
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事務局（山澤成司上級主査） それでは、日程第６、議案第１３号「農業経営基盤強

化促進法に基づく利用権設定等の申し出について」、説明をさせていただきま

す。 

    番号１から番号１３と、番号１７から番号１９は、用田を中心に５１１ａを

耕作する方の新規借受分及び更新借受分で、当該地では、水稲及びナスなどを

栽培する予定となっております。また、田については、来年以降、貸付を法人

へ切り替える予定のため、存続期間は１年となっております。  

番号１４は、遠藤を中心に７５ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号１５は、認定農業者である法人から、農業経営基盤強化促進法に基づく

所有権移転の申し出がなされたものです。  

資料は２０ページをお開きください。 

当該地については、遠藤・宮原線にある「宇都母知神社入口」交差点から南

東に約５０ｍの農地が２筆になります。 

地区協におきまして、法人の代表者と面談をいたしました。 

所有権設定を受ける者は、打戻を中心に６２７ａを耕作する認定農業者であ

る法人で、当該地では野菜苗を作付けしていく予定となっております。 

番号１６は、獺郷を中心に３６４ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号２０は、亀井野で７０ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号２１から２３は、石川を中心に２８４ａを耕作する方の新規借受分で、

当該地では水稲を栽培する予定となっております。 

番号２４は、石川を中心に５７２ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号２５は、大庭で９ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では水稲を栽

培する予定となっております。  

番号２６は、大庭を中心に２６ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号２７は、大庭を中心に１０２ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号２８は、大庭で１１２ａを耕作する方の更新借受分です。  

なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 
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以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

    何かございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第１３号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１３号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第７、報告第６号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いたし

ます。 

    事務局の説明を求めます。 

    山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、日程第７、報告第６号「農地の貸借の合意

解約通知について」、説明をさせていただきます。  

    番号１は、法改正により従来の更新手続きから、改めて権利の設定を行う必

要が生じたため、一度賃借権を解約し、日程第８、議案第１４号の「農地中間

管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定に

ついて」に上程されておりますとおり、賃借を継続することになっております。

また、期間については、前回の地権者と中間管理機構の貸付期間を引き継ぐた

め、５年１０か月となっております。  

番号２は、耕作者が高齢で耕作が困難となったため、賃借権を合意解約する

旨の通知を受けたものです。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し
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の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第６号を終了いたします。  

次に移ります。 

    日程第８、議案第１４号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。  

    なお、本議案、番号２については、農業委員等の案件になっておりますので、

農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象委員は、し

ばらくの間、退席を願います。  

［対象委員 退席］ 

    それでは、本議案、番号２について、事務局の説明を求めます。 

    山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、日程第８、議案第１４号「農地中間管理事

業に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て」、説明をさせていただきます。  

    番号２は、打戻を中心に２４７ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

ホウレンソウを作付けする予定となっております。  

    なお中間管理事業を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号２について意見を求めます。  

何かありましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第１４号、番号２について承認することに御異議はございませんか。  
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「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１４号、番号２について承認をすることに

決定をいたします。 

退席している委員の入室をお願いいたします。 

［退席委員 入室］ 

議長（齋藤義治委員） それでは、次に番号１及び番号３から番号８について、事務

局の説明を求めます。 

    山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） 続きまして、番号１及び番号３から番号８について説

明をさせていただきます。 

    番号１は、葛原を中心に３４５ａを耕作する方の新規借受分です。 

    番号３は、遠藤や宮原で３２ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

ナスを栽培する予定となっております。  

    番号４は、宮原や打戻で２５ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

ホウレンソウを栽培する予定となっております。  

    番号５から番号７は、遠藤で２３ａを耕作する方の新規借受分で、当該地で

はニンジンを栽培する予定となっております。 

    番号８は、亀井野と西俣野で１０４ａを耕作する方の更新借受分です。  

    なお、こちらの農地についても、現地確認を行い、特段問題はございません

でした。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１及び番号３から番号８について意見を求めます。何かござ

いましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第１４号、番号１及び番号３から番号８について、承認することに御異
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議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１４号、番号１及び番号３から番号８につ

いて、承認することに決定をいたします。  

    次に移ります。 

日程第９、報告第７号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告に

ついて」を上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） 本件につきましては、まず２０ページが「農地法第３

条の３第１項の規定による届出」でございます。 

六会・長後地区が１件となっております。 

続きまして、２１ページから２３ページまでが「農地法第４条第１項第７号

の規定による転用届出」でございます。 

六会・長後地区が９件、藤鵠・村岡・明治地区が２件、合計１１件となって

おります。 

続きまして、２４ページから２６ページまでが「農地法第５条第１項第６号

の規定による転用届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が

４件、合計６件となっております。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、いずれも報告事項でございますので、

お目通しの上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第７号を終了いたします。 

次に移ります。 

    日程第１０、議案第１５号「藤沢市農地利用最適化推進委員候補者の決定に
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ついて」を上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

    坂間主幹。 

事務局（坂間英己主幹） 議案書は２７ページとなります。  

「藤沢市農地利用最適化推進委員候補者の決定について」でございますが、

こちらの候補者につきましては、４月２５日に開催いたしました選考委員会に

て選考いただきましたので、その選考結果を、選考委員長から御報告いただき

たいと存じます。 

それでは、よろしくお願いいたします。  

議長（齋藤義治委員） 選考委員長、吉原委員。 

選考委員長（吉原 豊委員） それでは、選考経過について御説明いたします。 

４月２５日に開催いたしました選考委員会では、藤沢市農地利用最適化推進

委員募集の結果、御所見・遠藤地区では、定員５名に対して推薦５名、六会・

長後地区では、定員４名に対して推薦４名、藤鵠・村岡・明治地区では、定員

２名に対して推薦２名で、合計定員１１名に対して１１名の推薦があった旨の

報告が、事務局よりございました。  

この１１名について審査を行いましたところ、意見が交わされましたが、各

地区から推薦されたことに重きを置き、１１名全員を全会一致で藤沢市農地利

用最適化推進委員候補者に選考すべきといたしました。  

それでは、選考結果について報告いたします。 

藤沢市農地利用最適化推進委員候補者として選考いたしました１１名の氏名

を読み上げます。生年月日、住所、履歴事項は議案書のとおりです。  

御所見・遠藤地区は、伊澤忠治さん、井出茂康さん、漆原豊彦さん、北村利

夫さん、宮治政彦さん。 

六会・長後地区は、安藤康彦さん、佐藤智哉さん、澤野孝行さん。平川勝昌

さん。 

藤鵠・村岡・明治地区は、神﨑享子さん、砂川耕介さん。 

以上で、藤沢市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会の報告を終わりま
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す。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 説明が終わりました。 

それでは、本件について、意見を求めます。  

何かありましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第１５号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１５号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります 

    日程第１１、議案第１６号「令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推

進の状況その他事務の実施状況の公表」について、上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

    山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、「令和４年度農業委員会の農地利用の最適

化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」について、御説明いたします。  

    資料は、「藤沢市農業委員会総会会議案（別冊）」になります。  

    本議案につきましては、農業委員会等に関する法律第３７条及び同法施行規

則第１５条の規定に基づき、農業委員会の運営の透明性を確保するために、農

業委員会事務の実施状況等の公表について、を議案に上程するものです。  

    公表する内容といたしましては、農林水産省通知「農業委員会による最適化

活動の推進等について」に示されている様式に従いまして、昨年の７月、８月

の総会でお諮りしました、令和４年度の最適化活動の目標設定に対する実績な

どの実施状況をまとめたものです。  

    「目標の達成状況及び結果」などについて、御説明いたします。 
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    まず、議案書（別冊）の６ページをお開きください。６ページの下段から２

段目にかけてです。 

    【目標の達成状況の評語】、【推進委員等の点検・評価結果】が達成状況や

結果になります。 

    まず、【目標の達成状況】につきましては、「目標に対して期待を大幅に上

回る結果が得られた」というまとめになっております。  

    また、【推進委員等の点検・評価結果】につきましては、「目標に対して期

待を上回る結果が得られた」方が３人。「目標に対して期待を（やや）下回る

結果となった」方が２１人となっております。 

    こちらにつきましては、国が示した日数やポイントによって評語のランクが

定められているものになります。 

    具体的には、議案書（別冊）の２ページを御覧ください。  

    まず、「農業委員会の実績及び点検・評価結果」につきましては、大きくポ

イントが３つございまして、３ページの「最適化活動の成果目標」、（１）農

地の集積、③実績、が１点目になります。２点目につきましては、その後の（２）

遊休農地の発生防止・解消。４ページに移りまして、③の「実績」になります。

最後、３点目は、４ページ（３）新規参入の促進、こちらの実績が５ページの

③に記載されております。 

    まず「農地の集積」の「実績」につきましては、目標４６％のところ、４２．

５％で、目標を上回ることはできませんでしたが、おおむね目標どおりの集積

率を達成したという点検・結果としております。  

    続きまして、「遊休農地の発生防止・解消」につきましては、４ページの③

の「実績」を御覧ください。今年度の緑区分の遊休農地の解消実績面積、緑区

分と申し上げましたのは、草刈り等で再生可能な耕作農地ということになりま

す。こちらは３．３㏊、今年度の目標に対する達成状況は、対象目標が２．４

でしたので、１３７．５％になっております。 

    続きまして、④の「その他」につきましては、農地の利用状況の調査、また、

それを踏まえた農地の利用意向調査をまとめたものになります。結果、農業委
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員会の点検・結果につきましては、「遊休農地所有者への指導通知、利用意向

調査による貸付・あっせんの意向を把握し、新規就農者等に提供するなど、遊

休農地の解消を図られた。」ということでまとめております。  

    最後、（３）の「新規参入の促進」についてです。こちらについては、５ペ

ージ、③の「実績」になります。「農業委員会の点検結果」につきましては、

「新規参入者に対し、利用権設定による貸付けを行い、農地の有効利用や遊休

農地の解消が図られた。今後、新規参入者への支援を継続していく。」という

ふうなまとめになっておりまして、こちらの目標に対する達成状況については、

「新規参入者への貸付け等について、農地所有者の同意を得た上で公表した農

地の面積」が５．８㏊、目標値が２㏊でしたので、２９０．４％となっており

ます。 

    また、同じ５ページ、２の「最適化活動の活動目標」につきましては、１人

当たりの活動日数の目標が６日となっておりまして、「活動強化月間の設定」

が（２）にありますけれども、実績としましては、３回の活動強化月間の設定

を行っておりまして、こちらにつきましては、新規就農者の審査会を前に、「農

地のあっせんを強化する。」ということを実績として盛り込んでおります。  

    次の６ページになります。（３）の「新規参入相談会への参加」、こちらの

「実績」につきましては、新規参入相談会への参加回数２回ということで、本

市の農業水産課が実施しております「新規就農者への就農状況報告会」を実績

としてカウントしているものになります。  

    以上のことを踏まえまして、「目標の達成状況の評語」、また、【推進委員

等の点検・評価結果】をまとめたものになります。 

    また７ページは、「事務の実施状況」ということで、「農業委員会の総会、

部会の開催実績」に、また、「農地法第３条に基づく許可事務」、３の「農地

転用に関する事務」、４の「違反転用への対応」についてまとめたものとなり

ます。 

    今後については、本総会での御審議を踏まえて、本市ホームページに掲載す

るとともに、神奈川県を通じて国へ報告する予定となっております。  
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    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

    これは、皆様方に、昨年の８月か何月かに２回ほど「活動報告」を出してい

ただきました。国も、農業委員あるいは推進委員が何をやっているのかわから

ないので、見える化をしようということで、皆様方は日ごろ何をやっているの

かということで、活動報告を出させていただきましたが、この表から見ると、

皆様方、非常に奥ゆかしいというか、数字はもっともっと高いのではないかと

思います。 

    ですから、例えば近所のお話の中で、後継者のことですとか、あるいは新規

参入者のことですとか、経営相談ですとか、いろいろ相談を受けた場合には、

これはカウントをしていただいて、それも数字として出していただかないと、

どうしても少ないような感じを受けてしまいますので、遠慮しないで報告書に

は書いていただきたいと思っていますが、よろしいでしょうか。 

    皆様、奥ゆかしいのか、これは非常に少ないと思います。ですから、もっと

もっと書いていただきたいと思っております。会合の回数ですとか、そういう

ことですから、ぜひともお願いいたします。  

    次は、これは何月ですか。 

事務局（坂間英己主幹） これは、年度でやっていますので、３月に、次年度の目標

を立てまして、この報告につきましては、来年の４月に皆さんに出してもらう

ということで、令和５年度につきましては、委員の改選もございますので、本

来であれば上半期、下半期で出してもらうのですが、７月１９日までが委員の

任期となっておりますので、７月１８日の総会までに、４月、５月、６月、７

月上旬ぐらいまでの活動報告を一度お出しいただきまして、委員が改選された

後、その地域の引き継ぎという形で、下半期と言っても９か月になってしまい

ますけれども、そちらの報告をしていただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） ということですから、よろしくお願いいたします。  
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    他に何かございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第１６号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１６号について、承認することに決定をい

たします。 

以上、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。 

    事務局から、報告事項等はございますか。 

    坂間主幹。 

事務局（坂間英己主幹） 私から３点ほど事務連絡がございます。 

まず、１つ目ですけれども、先月の総会で周知させていただきました、市長

への施策の改善意見、要望提案につきまして、意見のある方は、今回の総会の

ときにお持ちくださいということでお伝えしておりましたけれども、本日お持

ちいただいた委員さんにおかれましては、後ほど事務局に御提出いただければ

と思います。 

続きまして、その意見を検討していただく施策検討小委員会を６月７日（水

曜日）に実施する予定となっております。  

こちらにつきましては、各地区協で委員を選出していただきまして、六会・

長後地区からは平川委員と田代委員、御所見・遠藤地区からは井出委員と櫻井

委員と吉川委員、藤鵠・村岡・明治地区からは山口委員と神﨑委員、それに齋

藤会長と吉原職務代理を入れた９名で施策検討小委員会を開催したいと考えて

おります。 

６月７日（水曜日）の１４時からということで、近日中に各委員には開催通

知を発送させていただきますけれども、御出席のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

３点目でございますが、こちらも毎年行っております「緑の募金運動」への
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協力についてですが、毎年１人当たり１００円ということで、合計２，５００

円を寄附している実態がございますけれども、皆様方から特に御異存がなけれ

ば、例年どおり親睦会費から２，５００円を寄附したいと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

「異議なし」の声多数 

ありがとうございます。 

それでは、２，５００円を寄附させていただきたいと思います。 

    事務局からの説明は以上となります。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、以上をもちまして５月の総会を閉会といたします。 

    委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をいただきまし

て、まことにありがとうございました。 

    ありがとうございました。 

 

閉会 午後３時３８分 
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以上のとおり相違ありません。 

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

  


